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序言

2018年末に策定された Fl」 衛大TFrl(「 平成 31年度以降に係 る防衛計画の大綱についてJ)

は、弾道 ミサイル、巡航 ミサイル、航空機等の経空脅成に対する「総合 ミサイル防空能力 _

の概念を新たに打ち出 し、その一環 として、「日米の基本的な役害1分担を踏 まえJ、
「ミサイ

ル発射 手段等に対する我が国の対応能力の在 り方についても引き続 き検討の L、 必要な措

置を講ずる」こととしている。 この
「
ミサイル発射手段等に対■

~る
我が国の対応能力 J、 す

なわち、敵基地攻撃能力については、前防衛大綱か らの検討課題であ り、今後検討が本格

化す る 1)の と考えられる.

この問題は、良 し悪 しは ともか く、我が国の防衛態勢を抜本的に変える可能性のみな ら

ず、我が国の将来を左右す る可能性 をもfLめ ていると言つて 1)過 言ではない。 このため、

軍事のみな らず、政治、外交、経済等あらゆる角度か らの検討を尽 くす ことが求め られ る

であろう。

本稿の 日的 |よ 、多岐にわたる論点の うち、主 として抑IL論の観点か ら、我が国の敵基地

攻撃能力の保有について考察することにある。

敵基地攻撃能力保有の意味

lln止 論か らすれば、我が国が敵基地攻撃能力を保有す ることの意味は、我が国が戦後初

めて ミサイル攻撃等に対 して自由なの抑止力を持つことにある。

我が国においては、これまで 1)、 憲法解釈 卜は、敵基地攻撃は 自衛権行使の一態様 とし

て認められてきてお り、その能力を保有することも否定 されていない。 しか しなが ら、一

定の留保付きではあるが、それが具体的な検討課題 として公式に認められたのは、前防衛

大綱においてが初めてである。

従来の我が国の ミサイル防衛 システムは、イージス BMDで あれ,PAC-3で あれ、 ミサ

イルを公海 li又 は我が国の領空において迎撃・破壊す る1)の で、対処力ではあつて t)抑止

ノリではない,い わゆる拒否的抑 I:力 は、他の防衛 システムと同様に認め られ るのではない

か との疑間があるか t)し れないが、少な くともミサイル攻撃に限つては、拒否的抑 止は成

立 しない。何故ならば、 ミサイルは、発射時に既 に損耗が想定 されてお り、これを迎撃・

破壊す るだけでは、「侵略を行 えば耐え難い損害を被 ることを明白に認識 させるJ(在沖海

兵隊の 「折1止 ノリJに 関する質問主意書に対する答弁書 (2010年 6月 8日 ))こ とは困難だ

からである。この種の攻撃に対 しては、敵基地攻撃のような手段による懲罰的抑止のみが

有効に機能 し得る。

このような敵基地攻撃能力の意味は、我が国の防衛に関 し、抑止 と対処に係 る新たな課



題 を提起することになる.

我が国の ミサイル防衛 との関係

従来の我が F■ の ミサイル防衛 システムは、主 として北 Fll鮮 か らの ミサイル攻撃に対す る

対処力を構成 している。 この対処力について言えば、敵基地攻●
r・能 力は、これを追加・補

強することになる

北朝鮮は、近年、新型システムの開発等によるミサイル戦力の多角化や ロフテ ン ドツL道、

デ ィプ レス トIJL道 、軌道変更等の ミサイル軌 lR‐ の多様化を,生 め、我が国や韓国の ミサイル

防衛システムの有効性の低下を図っている。 こうした動向に対 し、従来システムの性能向

上によって対処す ることは 1,と より可能で |■ あるが、技術的にも財政的にも極めて大きな

負担を強い られ ることは否定できない。 このため、北朝鮮の ミサイル本体の近代化のFll向

如何にI・」らずそのプラッ トフォームの破壊 を目指す敵基地攻撃能力の保有は、軍事的には

効果的かつ時宜にかなっていると言えよう。

また、抑止力について言えば、新規追加の力であって、従来のシステムと完全に整合的

である。 ただ し、このことは、非核 ミサイルに対 しては何の留保 もなく当てはまる一方、

核 ミサイルに対 しては、拡大抑止 との関係如何 とい う問題が別途生ずることには注意が必

要である

拡大抑 Lと の関係

イー ジスBMDの ような従来の ミサイル防衛システムであれば、核 ミサイルであると否 と

を開わず、対処力のみの保有 とい うことにな り、拡大抑止が及ばない事態に備えるものと

の位置付けが可能である。例えば、131上 の概念を理解 しない狂つた独裁者の支配す る国家

や殉教を望むテ ロリス トの核 ミサイルに対 しては、抑 llが LI難であ り、対処力による しか

ない。また、試射 された ミサイルが誤って我が国に落 ドす るような場合にも、抑 f卜 は機能

しないため、対処力のみが有効である.こ の意ltで 、従来の我が国の ミサイル防衛 システ

ムは、拡大llP卜 を補完するものであって、拡大抑止と矛盾す ることはないと言える。

しか しながら、敵基地攻撃能力のような抑止力を伴 う対処力を保有するとなると、米国

の拡大抑止 との関係整理の問題が生 じてくる。防衛大綱に特記 されているように、「核兵器

の脅成に対 しては、核 II「 I卜 力を中心 とす る米国の拡大抑止が不可欠Jで あるとし、 これ ま

で と同様にこれに企面的に依存す るのであれば、何故屋上屋 を重ねるよ うなことをする必

要があるのかとい う問いに答えることが求められる。

論理的な答えの一つは、拡大抑止の信頼性に疑間が生 じたので、これを補 う必要がある

とい うものであろ う。同盟国の拡大抑止が機能 しないかもしれない とい う立場を公に取る

ことは、外交上は明 らかに問題があるが、そのよ うな問題意識を持つこと自体は、 ‐
国の

安全保障を現実的に考えるのであれば、同盟国 とは言 え所詮他国である以上、当然のこと

とも言える。



拡大抑止の信頼性は、当然のことながら、拡大抑止の提供者の意志と能力による。すな

わち、我が国に対する核攻撃に対して核又は非核の手段をもつて報復する米国の意志と能

力である。これ らがともに強固であり、その事実が潜在的な攻撃者に伝わつていれば、拡

大抑止の信頼性は高く、我が国が懸念する必要はないことになる。

米国の報復意志については、最近、北朝鮮 との関係で、いわゆるデカップリングの可能

性が指摘されることがある。仮に、北朝鮮が米国本上に到達 し得る ICBMを 保有するに至

れば、米国はそれによつて 「抑止Jさ れ、我が国や韓国に対する拡大抑止が機能 しなくな

るのではないかという議論である。これは、おそらく北朝鮮が ICBM開 発によつて期待 し

ている状況そのものであろう。 しかしながら、北朝鮮が ICBMによつて少なくとも当面獲

得できるのは、米国の主要都市 (の 一部)を核攻撃 し得る最小限抑止力でしかなく、米国

は、かかる核の第一撃に対する第二撃能力を ICBM、 SLBM等により引き続き保持するた

め、少なくとも理論的には、北朝鮮によつて抑止されることはあり得ない。この点は、米

口間で相互確証破壊 (lνυ⑪ )の状態が成立しているとされるのとは根本的に異なる。ちな

みに、北朝鮮が ICBMの開発と並行 して進めている SLBMの開発は、米国との間でこの

VIADを 実現することを狙つたものと考えられる。

もつとも、北朝鮮の ICBM保有が米国との関係に何の影響も及ぼさないというわけでは

ないであろう。少なくとも、米国にとつて、北朝鮮に対する通常戦力による先市」的な攻撃

のハー ドルが以前より高くなることは否定できない。米朝間の武力紛争のエスカレーショ

ンが朝鮮半島を超えて米本土にまで及ぶ可能性に自ら扉を開くことになるからである。

このように、仮に、北朝鮮による ICBMの保有が実現しても、米国の拡大抑止の要素で

ある報復意志は、理論上制約 されることはなく、その意味においてデカップ リングは生 じ

ない。また、北朝鮮との関係でのデカップリング以外に米国の拡大抑止の信頼性を懸念す

る議論は見当たらない。

拡大抑止を裏付ける報復能力については、米国は、中国軍との関係で、西太平洋地域に

おける優位性が低下する等、一部に相対的な陰りが見られないわけではないが、引き続き、

核戦争を含むあらゆる形態の戦争に勝利 し得る戦略とそれを裏付ける軍事能力の維持に努

めてお り、国防費もここ数年間増加傾向が続いている。もつとも、FY20 21予算以降数

年間は、新型コロナウイルスによる財政赤字のため、国防費も低下傾向に転 じる可能性が

高い。 しかしながら、アジア太平洋地域における米国の厳 しい脅威認識は変わらないこと

から、この地域関連の国防予算は、核・非核を問わず所要額が確保されるものとみられる。

また、中国、北朝鮮、ロシアも、新型コロナウイルスの影響を免れているわけではないこ

ともあり、自らの財政事情を楽観視できる状況にはなく、軍事への投資も影響を受けざる

を得ないと考えられる。 したがつて、少なくとも近い将来、アジア太平洋地域において米

国の軍事力の相対的低下が直ちに懸念されるような状況は考え難い。

なお、核戦争を避けつつ北朝鮮の ICBM保有の影響を軍事的に解消する方法は、ミサイ

ルを含む航空戦力によつて、北朝鮮の核能力をいわゆる外科手術的に除去することである



が、米国がそのような作戦能力を現に有 しているとは考えられない。米国の統合参謀本部

は、2017年 10月 27日 付の Lleu下院議員宛の書簡において、北朝鮮の核兵器計画

(programs)の全ての位置を特定し、これを破壊する唯一の確実な方法は、地上侵攻によ

るものである旨明言 している。これは、衛星等による情報収集・分析 とそれに基づくミサ

イルを含む航空攻撃だけでは北朝鮮の核を完全には除去できないとの米軍当局の認識を明

瞭に示している。仮に、そのような攻撃後に残存する核戦力があれば、北朝鮮は、それが

破壊される前に必ず使用するであろう。 したがって、米軍による北朝鮮の核能力除去作戦

は、ほぼ確実に、朝鮮半島における核戦争をもたらすことになる。

以上のことから、引き続き日米同盟の信頼性の維持向上に努めるべきことは言 うまでも

ないが、拡大抑止の信頼性低下 (の おそれ)を理由に敵基地攻撃能力の整備を進めること

は、宣言政策としてはもとより、非宣言政策としても根拠に乏しいと言える。

では、それ以外に敵基地攻撃能力の必要性はどのように説明し得るであろうか。また、

拡大抑止 との整合性についてはどうか。これらの問いに適切に答えられなければ、敵基地

攻撃能力の保有が、良くて屋上屋、悪くすれば拡大抑止の事実上の後退と単なる我が国の

負担増、さらに悪くすれば、事実上後退する拡大抑止 と我が国独自の抑止との間の抑止の

空白をもたらすおそれすらも否定できない。何故ならば、抑止力は、客観的な対処力に基

礎を置くものの、それ と同一ではなく、半ば主観的な認識 (perception)に 依存するものだ

からである。我が国が限定的とはいえ独自の抑止力を持つのであれば、拡大抑止を提供す

る米国が、拡大抑止を裏付ける対処力を構成する自らの軍事態勢を多少緩和 しても差支え

ないと考えるかもしれない。例えば、厳 しい財政事情の中、アジア太平洋地域関連の戦力

を一部削減 しても差 し支えないと考えるかもしれない。さらに言えば、それが過剰に行わ

れることになるかもしれない。そのような場合には、潜在的な敵国が、我が国が抑止力を

新たに保有する一方で米国の拡大抑止が後退 したため、日米同盟の抑止力は全体として低

下し、我が国に係る抑止に空白が生じたと認識するおそれが生ずる。

必要性については、おそらく、安全保障環境が厳 しくなる中で、自分の国は自分で守る

との原則に従い、また、財政事情が悪化 した同盟国の負担を軽減するため、我が国自身の

防衛努力を自主的に強化・拡充することが必要になったということに求めるしかないであ

ろう。そ して、抑止の空白を招かないようにするとともに、拡大抑止に対する不信による

ものでないことを示すために、核 ミサイル対処に係る適切な役害」分担を取 り決めることを

通 じて、米国の拡大抑止と我が国独自の抑止との整合を図るべきであろう。

そのような役割分担の具体的なあり方については、我が国を攻撃し得る国家に所在する

複数の目標に対する対応を日米が地理的に分担することが考えられる。その場合、我が国

を射程に収める核 ミサイルを保有する国は、北朝鮮、中国、ロシアであるが、このうち、

どこをどのように我が国自身の抑止力・対処力で対応するかとい うことが問題 となる。我

が国の弾道 ミサイル防衛能力が従来北朝鮮の ミサイルを特に重大な脅威 として整備 されて

きたことに着目すれば、敵基地攻撃能力も北朝鮮を対象とすることが自然である。また、



非核 3原則を前提 とすれば、我が国が保有を検訃lすべき手段は、爆弾で ttれ ミサイルであ

れ非核の ものに限 られるが、そ うだ とすれば、そのような手段の有効な地理的範囲は、現

在の技ai水準か らすれば、自ずか らほぼ北朝鮮だけとなろ う。

なお、北朝鮮が何 をするかわか らない非 合tll的 な国家であ り、合理的な中国や「]シ ア と

は異なるとい う前提に立つことt)考 えられないわけではない。その場合には、敵基地攻撃

能 力の必要性については、北朝鮮の核 ミサイルの性能 向上ゃ数量の増加等により従来の ミ

サイル防衛態勢だけでは不「 分になったので、新たに敵基 1也攻撃能力が必要になったとい

う説明振 りが考えられる。 しか しなが ら、北朝鮮については、その極端な開鎖lIIも あ り、

行動を予演1し がたい面があることは事実だが、北朝鮮 当局の抑 止とい う用語の使用法や核

兵器開発への執着振 りを見れば、抑止の論理を理解 していないとはおよそ考貸られない。

したがって、そのような前提に立つことには無理があろ う。

以 卜を前提 とすれば、ガイ ドライン (「 日米防衛協力のための指針 J)や 日米の共同計画

において、北朝鮮の ミサイル基地等の うち主 として我が国を 目標 とす るノ ドンの基地や

TEL(発射台付き車両)に対 しては自衛隊が対lLし 、それ以外に対 しては米軍が対応する

と取 り決めることが一案 として考えられ よ う。

また、我がコを狙 う北朝鮮の ミサイル基地等の探■ll・ 追ltは 米軍が担 当 し、攻撃は自衛

隊が行 うとい う機能的な分担 t)あ り得 `に う。 これ t)、 ガイ ドラインや共同計画に記述す る

ことによつて担保することが日∫能である。

なお、核 ミサイル攻撃に対 しては米国の拡大抑止、非核 ミサイルに対 しては我が国の抑

止 とい う分担 も論理的にはあ り得 るが、核・非核両用の ミサイル も多 く、 ミサイルの弾頭

の種類 を予め把握す ることは技術的に極めて困難であることか ら、非現実的 と言わ ざるを

得ない。

結言

我が国が敵基地攻撃能力を保有 した場合、核 ミサイルに対 しては、前述のように、共同

計画の形で、その一部について我が国自身のlll止 力・対処力が機 I_すると論理的には言い

得 る。 しか し F4・ が ら、共 同計画の具体的な内容は秘″iと され ることtぅ あ り、米国が拡 大抑

ILへのコ ミッ トメン トを明言し続け、かつ、米軍が著 しく軍事態勢を変更 した りしない限

り、北朝鮮 |ま 、核・非核の手段による米国の拡大抑止は基本的に変わることなく我が国に

及んでいるとみなすであろ う。また、米国の拡大抑 〔i力 は、 日米の役害1分担後 t)、 単独で

も引き続 き十分に強力であると北朝鮮の 日には映ると考えられ ることか ら、拡大抑止が破

れて我が国の敵基地攻撃能 力が核 ミサイルに対する対処力 として実際に発揮 される可能性

はこれまでと同様 ほぼないと言つてよい。

t)ち ろん、万が 米国の拡大抑止が破綻 した場合、例えば、北朝鮮が米国の先制攻撃が

Z、 至 と誤認 し、死中に活を求めて米国 とその同盟国に対 して核 ミサイル攻撃を仕掛けるよ

うな場合には、従来型の ミサイル防衛能 ノ」に加え、敵基地攻撃iE力 が我が国の対処力とし



て一定の役割を果たし得る。もつとも、そのような状況においては、非核の手段から成る

我が国の敵基地攻撃能力が独自の抑止力として効果的に機能することは考え難い。

結局のところ、我が国の敵基地攻撃能力の現実的な意義は、北朝鮮の非核 ミサイルに対

する抑止・対処にあると言えよう。非核 ミサイルは、威力こそ核 ミサイルに比べて著 しく

小さいが、我が国の領海や無人島への着弾を通 じて、我が国を威嚇することができる。こ

の種の威嚇が拡大抑止の対象となるかは、前述のように抑止には主観的な側面があること

から、北朝鮮の認識によつては微妙であるのに対 し、敵基地攻撃能力は、この種の行為を

強く抑止・対処 し得るであろう。いわば、抑止のグレーゾーンを埋めることが可能 となる

わけである。このように、米国による拡大抑止の継続を前提 とする限り、我が国の敵基地

攻撃能力のミサイル防衛上の意義は、率直に言えば、限定的である。

しか しながら、我が国が独自に懲罰的抑止力を戦後初めて保有することの政治的、軍事

的、外交的な意味合い (implication)|ま 決 して小さくない。この能力は、本来敵 ミサイル

の抑止・対処を目的としているが、それ以外の目的に使用できないわけではない。 自衛権

によって正当化できるのであれば、先制的な攻撃、lFllえ ば、いわゆる斬首作戦 (decap■atlon

operat10n)に も使用可能である。その事実は、おそらく外交的に利用 し得るであろう。ま

た、特に、前述のように、機能分担 として目標の探知・追尾を米軍が担 う場合には、米国

から、必ず しも我が国防衛のためでない攻撃への関与を求められるかもしれない。いずれ

にせよ、我が国がこれまでと性格の大きく異なる軍事的能力を取得することは、同時に、

我が国の指導者等にその行使のあり方という新たな課題を提起することになる。

大正時代、第一次世界大戦の戦争特需によつて財を成 した成金が百円札 (現在の価値換

算で百万円)に火をつけて明か りとする風刺画が描かれた。 これは、力 (経済力)の無駄

遣いの例に過ぎず、害は小さいが、およそ力は、大きければ大きいほど、使い道を誤つた

場合、使用者自身に不幸な結果をもたらす。将来我が国が保有するかもしれない敵基地攻

撃能力が、万が一にもそのような結果を我が国にもたらすことがないことを祈 りたい。


